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生 活 凛 路 豫 悌 雪 の 誠 駿 施 軍 を 行 い ま す

生活道路 (住宅街の道路)は地域から要望があった場合、地域と札幌市が費用を負担しあう、パー

トナーシップ排雪を実施していましたが、生活道路の除排雪作業は多くの課題 (地域の費用負担

増、冬季の生活通路環境に対する市民ニーズの変化、将来的な除雪従事者減少など)を抱えていま
す.
これらの課題への対策を検討するため、今冬、清口区ではパートナーシップ排雪を行わず、札幌

市が主体的に、私道を除く全ての生活道路の排雪を試験的に行う、「生活道路除排雪の試験施工」

を実施します。限られた体制の中でどのような作業が可能か検江するものです。

(私道は試験施工の対象外となるので、これまでヽ リパートナーシップ排雪をお申込み頂けます)

0年度はこのように轟わります :鹸 層ら
排雪作業 これまで 今年度(試験施工)

作業方法 ハ
°―トナーシップ排雪制度 公共での排雪

作業幅※ 6m程度 道路幅の 6～ 7害」程度を目安

路面の厚さ ■O cm程度 ■O cm程度(変更なし)

対象道路 申請のあつた生活道路のみ 私道を除く全ての生活道路

地域の費用負担 有り 無 し

作業時期 2月上旬～ 1月 中旬～

回数 シーズン■回限り 幽 況等にと_2Ш作業を検討
m +

なお、除雪作業の出動基準 。作業内容は、これまでと変更はありません

(出動基準 :10cmを超える降雪など 作業内容 :降雪時のかき分け除雪など)

誠職施工のポイント
0地域から排雪費用をいただかず、公共で排雪作業を実施

・降雪状況などに応じ、市主体で効率的に作業工程を管理

・作業期間を前倒し、道路状況などに応じた追カロ作業を検討

彗

地域のみなさまへのお願い

作業の同知

方法について

作業効率化のため、降雪や道路

状況に応じてエリアや路線ごと

の作業予定を清田区HPで周知
しますので、ご確認ください。

アンケートに

ご協力ください

シーズン終了後、無作為抽出し

た一部の方などを対象にアン

ケート調査を実施予定です。

作業の予

定 |まこち

らから―

:::::言塁:



整正作業による雪置き
場所のイメージ


